
平成28年 第６回人事委員会 会議結果 

 

１ 日 時 

  平成28年３月30日（水）   13時40分から15時40分まで 

 

２ 場 所 

  札幌市役所本庁舎 人事委員会会議室 

 

３ 出席者 

  委員長  大塚 龍児 

  委 員  濱田 雅英 

  幹 事  事務局長、次長、調査課長、任用課長 

 

４ 議 題 

  議案第14号 人事委員会事務局職員の人事発令について 

  議案第15号 消防吏員の採用選考について 

  議案第16号 札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の管理職員等の範囲を定

める規則の一部を改正する規則案 

  議案第17号 勤務地が札幌市内及び東京都特別区内以外である職員の地域手当の支給

割合に係る承認について 

  議案第18号 札幌市職員特殊勤務手当支給規則の改正に係る協議について 

  議案第19号 職務に専念する義務の免除に係る特例承認等について 

  議案第20号 札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則の一部を改正する規則案 

  議案第21号 札幌市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の全部を改

正する規則案 

  議案第22号 札幌市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則案 

  議案第23号 札幌市人事委員会事務局の組織等に関する規則及び札幌市職員の職務に

専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則案 

  報告第４号 札幌市人事委員会事務取扱規程の一部改正について 

 

５ 議 事 

 ○ 会議の開催について 

   委員１人が欠席したが、地方公務員法第11条第２項の規定により会議を開催する

ことが決定された。 

 ○ 議案第14号 人事委員会事務局職員の人事発令について 

   人事委員会事務局職員の人事発令について事務局から説明が行われ、審議の結果、



原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第15号 消防吏員の採用選考について 

   消防長から請求のあった消防吏員の採用選考について事務局から説明が行われ、

審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第16号 札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の管理職員等の範囲

を定める規則の一部を改正する規則案 

   札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の管理職員等の範囲を定める規則

の一部を改正する規則案ついて事務局から説明が行われ、審議の結果、原案のとお

り決定された。 

 ○ 議案第17号 勤務地が札幌市内及び東京都特別区内以外である職員の地域手当の

支給割合に係る承認について 

   勤務地が札幌市内及び東京都特別区内以外である職員の地域手当の支給割合に係

る承認について事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第18号 札幌市職員特殊勤務手当支給規則の改正に係る協議について 

   札幌市発達医療センターの再開に伴う札幌市職員特殊勤務手当支給規則の改正に

係る協議について事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第19号 職務に専念する義務の免除に係る特例承認等について 

   市長から申請のあった職務に専念する義務の免除に係る特例承認等について事務

局から説明が行われ、審議の結果、原案の一部を修正の上、決定された。 

 ○ 議案第20号 札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則の一部を改正する規則

案 

   札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則の一部を改正する規則案について事

務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

○ 議案第21号 札幌市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の全部を

改正する規則案 

   札幌市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の全部を改正する規

則案について事務局から説明があり、審議の結果、原案のとおり決定された。 

 ○ 議案第22号 札幌市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則案 

   札幌市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則案について事務局から

説明があり、審議の結果、原案の一部を修正の上、決定された。 

 ○ 議案第23号 札幌市人事委員会事務局の組織等に関する規則及び札幌市職員の職務

に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則案 

   札幌市人事委員会事務局の組織等に関する規則及び札幌市職員の職務に専念する

義務の特例に関する規則の一部を改正する規則案について事務局から説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定された。 



 ○ 報告第４号 札幌市人事委員会事務取扱規程の一部改正について 

   札幌市人事委員会事務取扱規程の一部改正について、事務局から説明が行われた。 

 


